
（お知らせ） 

令和４年１０月２１日 

防 衛 省 

 

 

 

日米合同委員会合意について 

 

 

日米合同委員会において、ＦＡＣ１０６８千歳飛行場及びＦＡＣ２０６３八

戸駐屯地の追加財産の限定使用についてほか６件について合意しましたのでお

知らせします。 

なお、合意概要については別添のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 日米合同委員会合意事案概要   
 
件      名 ＦＡＣ１０６８千歳飛行場及びＦＡＣ２０６３八戸駐屯地の追

加財産の限定使用について 
承 認 年 月 日 令和４年１０月２０日 

施設・区域名称  
ＦＡＣ１０６８千歳飛行場  
ＦＡＣ２０６３八戸駐屯地 

合意対象所在地  
北海道千歳市  
青森県八戸市、三沢市 

合意対象面積等  
土 地： 約３９０，０００㎡（千歳基地）  
      約  ４７，０００㎡（八戸駐屯地） 
      約   ３，１００㎡（旧天ケ森小中学校） 

 水 域 等：   －  

 
建 物：１棟 約１，６００㎡（八戸駐屯地）  
     ３棟 約１，５００㎡（旧天ケ森小中学校） 

 
工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含

む。）（千歳基地、八戸駐屯地）    
 附 帯 施 設：   －  
事案内容】  
 

本件は、日米共同統合演習（キーン・ソード２３）を実施するため、航空自衛隊
千歳基地、陸上自衛隊八戸駐屯地及び旧三沢市立天ケ森小中学校の一部土地及び建
物等を地位協定第２条４（ｂ）に基づき追加提供することについて、日米合同委員
会の承認を得たものである。 

 
記 

 
 
（航空自衛隊千歳基地） 

土  地：約３９０，０００㎡ 
工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。） 
使 用 期 間：令和４年１１月１日から同月１９日  

限定使用土地  

※次頁に続く  



（陸上自衛隊八戸駐屯地）  
土  地：約４７，０００㎡  
建  物：１棟 約１，６００㎡  
工  作  物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  
使用期間：令和４年１１月１日から同月１９日  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（旧三沢市立天ケ森小中学校）  
 土   地：約３，１００㎡  
 建   物：３棟 約１，５００㎡  

使用期間：令和４年１１月１日から同月１９日  
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限定使用土地  
限定使用建物 

三 沢 対 地 射 爆 撃 場  

限定使用土地  
限定使用建物 



 

 
 日米合同委員会合意事案概要   
 
件     名 ＦＡＣ２０１２三沢対地射爆撃場の一部土地の共同使用につい

て  
承 認 年 月 日 令和４年１０月２０日   
施設・区域名称 ＦＡＣ２０１２三沢対地射爆撃場 
合意対象所在地 青森県三沢市 
合意対象面積等 土 地：約２，２３５，０００㎡  

 水 域 等： － 
 建 物： －  
 工 作 物：   －  
 附 帯 施 設： －  

【事案内容】  
本件は、日米共同統合演習（キーン・ソード２３）を実施するため、三沢対地射

爆撃場の一部土地を共同使用することについて、日米合同委員会の承認を得たもの
である。 

 
 

記  
 
 土 地：約２，２３５，０００㎡  
 ※使用期間：令和４年１１月１０日から同月１９日  
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 日米合同委員会合意事案概要   
 
件      名 ＦＡＣ４１６１小松飛行場（航空自衛隊経ヶ岬分屯基地）の財産

の限定使用について 
承 認 年 月 日 令和４年１０月２０日 
施設・区域名称 ＦＡＣ４１６１小松飛行場（航空自衛隊経ヶ岬分屯基地） 
合意対象所在地 京都府京丹後市 
合意対象面積等 土 地：約３７，０００㎡ 

 水 域 等： － 
 建 物：６棟 約３，２００㎡ 
 工 作 物： 定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む） 
 附 帯 施 設：   －  

【事案内容】  
 

本件は、日米共同統合演習（キーン・ソード２３）を実施するため、航空自衛隊経
ヶ岬分屯基地の財産を追加提供することについて、日米合同委員会の承認を得たもの
である。 

 
記 

 
土  地：約３７，０００㎡ 
建  物：６棟 約３，２００㎡ 
工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む） 
使用期間：令和４年１１月７日から同月１９日  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

追加提供区域  

建物６棟  



 

 
 日米合同委員会合意事案概要   
 
件      名 ＦＡＣ５１１５新田原飛行場の追加財産の限定使用について  
承 認 年 月 日 令和４年１０月２０日 
施設・区域名称 ＦＡＣ５１１５新田原飛行場 
合意対象所在地 宮崎県児湯郡新富町 
合意対象面積等 土 地：約３４，０００㎡  

 水 域 等： － 
 建 物：１棟 約１８０㎡  
 

工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含
む。） 

 附 帯 施 設： －  
【事案内容】  

本件は、日米共同統合演習（キーン・ソード２３）を実施するため、航空自衛隊
新田原航空基地の土地等を使用することについて、日米合同委員会の承認を得たも
のである。 

 
 

記  
 
 土 地：約３４，０００㎡  
 建 物：１棟 約１８０㎡  
 工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  

※使用期間：（１）令和４年１１月２日～同月２１日  
（２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

建物 

土地 



 
 日米合同委員会合意事案概要   
 

件      名 
ＦＡＣ５１２５健軍駐屯地、ＦＡＣ５１３０奄美駐屯地及びＦ
ＡＣ５１３１相浦駐屯地の追加財産並びに津多羅島及び徳之
島の土地の限定使用について  

承 認 年 月 日 令和４年１０月２０日 

施設・区域名称 

ＦＡＣ５１２５健軍駐屯地 
ＦＡＣ５１３０奄美駐屯地 
ＦＡＣ５１３１相浦駐屯地 
ＦＡＣ５１３３津多羅島 
ＦＡＣ５１３４徳之島 

合意対象所在地 

熊本県熊本市（健軍駐屯地） 
熊本県上益城郡益城町、菊池郡菊陽町（高遊原分屯地） 
鹿児島県奄美市（奄美駐屯地） 
鹿児島県大島郡瀬戸内町（瀬戸内分屯地） 
長崎県佐世保市（相浦駐屯地） 
長崎県五島市（津多羅島） 
鹿児島県大島郡伊仙町（徳之島） 

合意対象面積等 

土 地：約９００㎡（健軍駐屯地）  
     約５１，０００㎡（高遊原分屯地）  
     約２０，０００㎡（奄美駐屯地）  

約８，２００㎡（瀬戸内分屯地）  
約５６，０００㎡（相浦駐屯地）  
約２０９，０００㎡（津多羅島）  
約２２，０００㎡（徳之島）  

 水 域 等： － 

 

建 物：２棟 約２７０㎡（健軍駐屯地）  
６棟 約１１，０００㎡（高遊原分屯地）  
３棟 約１，７００㎡（奄美駐屯地）  
３棟 約７５０㎡（相浦駐屯地）  
１棟 約２００㎡（徳之島）  

 
工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含

む。）（健軍駐屯地、高遊原分屯地、奄美駐屯地、
瀬戸内分屯地、相浦駐屯地、津多羅島、徳之島） 

 附 帯 施 設： －  
※次頁に続く  



【事案内容】  
本件は、日米共同統合演習（キーン・ソード２３）を実施するため、訓練移転の

拠点となる飛行場及び訓練を実施する演習場等として、陸上自衛隊健軍駐屯地、陸
上自衛隊奄美駐屯地、陸上自衛隊相浦駐屯地、津多羅島及び徳之島の土地等を使用
することについて、日米合同委員会の承認を得たものである。 

 

記  

※次頁に続く  



（陸上自衛隊健軍駐屯地）  
土 地：約９００㎡  
建 物：２棟 約２７０㎡  
工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  

※使用期間：（１）令和４年１１月１日～同月２５日  
（２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  

 
  
 

 

 

 

※次頁に続く  



（陸上自衛隊高遊原分屯地）  
土 地：約５１，０００㎡  
建 物：６棟 約１１，０００㎡  
工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  

※使用期間：（１）令和４年１１月１日～同月２５日  
（２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  

 

 

 
※次頁に続く  



（陸上自衛隊奄美駐屯地）  
土 地：約２０，０００㎡  
建 物：３棟 約１，７００㎡  
工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  

※使用期間：（１）令和４年１１月１日～同月２５日  
（２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  

 
 
 
 
 

 ※次頁に続く  



（陸上自衛隊瀬戸内分屯地）  
土 地：約８，２００㎡  
工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  

※使用期間：（１）令和４年１１月１日～同月２５日  
（２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  

 
 
 

 ※次頁に続く  



（陸上自衛隊相浦駐屯地）  
土 地：約５６，０００㎡  
建 物：３棟 約７５０㎡  
工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  

※使用期間：（１）令和４年１１月１日～同月２５日  
（２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  

 
 
 
 

 ※次頁に続く  



（津多羅島）  
土 地：約２０９，０００㎡  
工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  

※使用期間：（１）令和４年１１月９日～同月２０日  
（２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  

 
 

 

 
※次頁に続く  



（徳之島）  
土 地：約２２，０００㎡  
建 物：１棟 約２００㎡  
工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  

※使用期間：（１）令和４年１１月１２日～同月１９日  
（２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  

 
 
 
 

 

 



 
日米合同委員会合意事案概要 

 
件     名 ＦＡＣ６０５６牧港補給地区の一部の共同使用について 
承 認 年 月 日  令和４年１０月２０日 
施設・区域名称 ＦＡＣ６０５６牧港補給地区 
合意対象所在地 沖縄県浦添市 
合意対象面積等 

 
土  地：約４，２００㎡  
水 域 等： － 
建  物：２棟 約１，９００㎡ 
工 作 物： － 
附帯施設： － 

【事案内容】 
本件は、令和４年度日米共同統合演習（実動演習）を実施するため、標記施設の一部土地及

び建物を共同使用することについて、日米合同委員会の承認を得たものである。 
 

記 
 
土 地：約４，２００㎡ 
建 物：２棟 約１，９００㎡ 

共同使用期間：令和４年１１月１日から１１月２２日まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
日米合同委員会合意事案概要  

 
件     名  

 
陸上自衛隊那覇駐屯地及び与那国駐屯地の一部財産の限定使用に

ついて  
承 認 年 月 日 令和４年１０月２０日  
施設・区域名称  

 
ＦＡＣ６０９２那覇駐屯地  
ＦＡＣ６０９３与那国駐屯地  

合意対象所在地 
 

沖縄県那覇市（那覇駐屯地）  
沖縄県八重山郡与那国町（与那国駐屯地）  

合意対象面積等 
 
 
 
 

 
 
 

土  地：約２，７００㎡（那覇駐屯地）  
      約１，７００㎡（与那国駐屯地）  
水 域 等： －  
建  物：６棟 約３，６００㎡（那覇駐屯地）  
     ２棟 約２，３００㎡（与那国駐屯地）  
工 作 物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含   
     む。）（那覇駐屯地、与那国駐屯地）  
附帯施設： －  

【事案内容】  
本件は、令和４年度日米共同統合演習（実動演習）を実施するため、米軍が、陸

上自衛隊那覇駐屯地及び与那国駐屯地の土地等を使用することについて、日米合同

委員会の承認を得たものである。  
 

記  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※次項に続く  



 
 
(陸上自衛隊那覇駐屯地) 
 
土 地：約２，７００㎡  
建 物：６棟 約３，６００㎡  
工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  

  ※使用期間：（１）令和４年１１月１日から１１月２５日  
         （２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※次項に続く  
 



 
 
(陸上自衛隊与那国駐屯地) 

土 地：約１，７００㎡  
建 物：２棟 約２，３００㎡  
工作物：定着物及び設置物を含む工作物一式（関連備品を含む。）  
  ※使用期間：（１）令和４年１１月１日から１１月２５日  
         （２）必要に応じて、仮設建物等の建設及び取壊しのための期間  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                


